
歯科口腔外科の

施設基準のご案内

歯科口腔外科外来

○地域歯科診療支援病院歯科初診料

 ○歯科外来診療医療安全対策加算

 ○歯科外来診療感染対策加算
 歯科の特性に配慮した総合的な歯科医療環境の整備を行い、

 医療安全・院内感染に関する取組みも積極的に行っています。

   ○クラウン・ブリッジ維持管理料
    保険診療における冠やブリッジについて、装着した日から

2年間の維持管理を行っています。維持管理に係る説明を行い、
またその内容を患者様に文書により提供いたしております。
異常があればそのままにせずお早めにお知らせください。

当院では、歯科医療に係る医療安全管理対策について、

下記のとおり取組んでいます。

●医療安全管理、院内感染対策等、医療安全対策に係る指針等の策定

●医療安全対策に係る研修の受講

●安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具等を設置して

います。

設置装置等：自動体外式除細動器（AED）、パルスオキシメーター、
酸素、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置等

●医療機器の洗浄・滅菌を徹底するなど、院内感染防止策を講じています。

●緊急時に対応できるよう、当院各診療科（医科）と連携しています。
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